
２ ． 改正後の『 人材確保等促進税制』

改正後は、 国内設備投資要件を撤廃した上

で、 人材育成への投資特典としての教育訓練

費の上乗せはそのままに、 新卒・ 中途採用に

よる外部人材の獲得をメインとした『 人材確

保等促進税制』 へと生まれ変わります。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

１ ． 従来の『 所得拡大促進税制』

中小企業者等が適

用できる『 所得拡大

促進税制』 は、 『 賃

上げ税制』 とは異な

り“ 賃上げ” の要件のみですが、 右上のよう

に2つあります。

これらの要件をすべて満たした場合の税額

控除は、 全体の賃上げ（ 増加額） がベースで

す。 また、 『 賃上げ税制』 と同様、 上乗せ措

置はありますが、 この場合の要件は『 賃上げ

税制』 と異なり、 教育訓練費の増加以外にも
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要件があります。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

２ ． 改正後の『 所得拡大促進税制』

改正により簡素化され、 賃上げ要件として

求められる値は“ 全体” のみとされました。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

いずれの改正も、 令和3年4月1日以降開始

事業年度（ 個人（ 所得税） は令和4年分） か

ら適用開始となります。

 継続雇⽤者の賃上げ
要件

 全体の賃上げ要件

(※) 経済産業省HP「 令和3年度 経済産業関係 税制改正について」 https: //www. meti . go. j p/mai n/yosan/yosan_fy2021/pdf/zei sei . pdf
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経費の取扱い　（交際費等）

１．交際費の取扱い
（１）交際費等の損金不算入

【損金算入限度額】

（２）交際費等の意義と正しい区分の重要性

　中小企業にとって、交際費は企業活動を行う上で欠かせない経費ですが、税務調査において指摘を受
　けやすく、また経理処理の際にも判断を迷うものでもあります。
　今回はこの交際費の取扱いを明確にすると共に、事業上の経費として、福利厚生費、給与、会議費、
　交際費等の勘定科目で処理される食事代の取扱いについても判断を誤りやすいものとして、その処理
　の判断基準をご紹介します。

　交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされていますが、資本金の額が100億円以下
　の法人については、下記の法人の区分に応じ、一定の損金算入限度額が設けられ、それぞれの限度額
　までの金額は損金算入が認められます。

　　①中小法人以外
　　　接待飲食費×50％
　　②中小法人
　　　　イ．接待飲食費×50％　又は　ロ．年800万円　のいずれか多い金額

　　　※中小法人
　　　　期末資本金１億円以下の法人のうち、大法人（資本金５億円以上の法人）による完全支配関係がない法人
　　　　をいう。
　　　※接待飲食費
　　　　飲食その他これに類する行為のために要する費用（以下「飲食費」という。）で、その旨につき帳簿書類
　　　　に記載して明らかにされているものをいう。

　①交際費等の意義
　　交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者
　　等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。
　　→つまり、計上した勘定科目によるのではなく、その費途の実態に照らし、接待等の一定の行為の為の費用と
　　　いうことです。また、「事業に関係のあるもの等」には、直接的に事業上の取引関係がある者だけではなく、
　　　間接的に利害に関係のある者や、役員、従業員、株主といった社内の者も含まれます。

　②交際費等から除かれるもの
　　原則として交際費等に該当する費用であっても、次のものは、交際費等から除かれます。
　　　イ．専ら従業員の慰安のための運動会、演芸会、旅行等の費用→福利厚生費
　　　ロ．飲食費で1人当たりの支出金額が5,000円以下のもの→飲食費、会議費等
　　　ハ．自社の社名、製品名入りのカレンダー、手帳等の贈与費用→広告宣伝費
　　　ニ．会議に関連して支出した茶菓、弁当等の供与費用→会議費
　　　ホ．出版物や放送番組の取材の費用→取材費
　　　※なお、イ、ロについては一定の書類を保存している場合に限り交際費等から除くことができます。また、
　　　　社内飲食についてはその実態に応じて区分されるため、この「除かれるもの」には含まれません。


